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外来医療（かかりつけ医機能の確保）に関する協議の場《イメージ》

地域医療構想調整会議
・地域で不足する機能を確保する方策の検討
・地域の医療機関間の連携強化 等

管内各市町
医療・介護福祉関係課

松山市保健所・保健センター等

地域医療等検討委員会
在宅医療･介護連携推進協議会 等

中予保健所【事務局】

各医療機関

G-MISにより、保健所に
かかりつけ医機能を報告
（毎年１～３月）

《報告事項》

1 かかりつけ医機能の有無
2(1) 通常の診療時間外の診療
2(2) 入退院時の支援
2(3) 在宅医療の提供
2(4) 介護サービス等と連携

した医療提供

報告 集計・分析・課題の整理

《協議テーマ例》
・１号機能（かかりつけ医機能を有する医療機関）の状況について
・時間外診療（夜間・休日対応等）の体制について
・入退院支援の状況について
・在宅医療を受けられる体制の整備状況について
・在宅医療・介護連携の状況について 等

かかりつけ医機能
報告結果の公表

協議結果の
公表

愛媛県

報告

管内医師会
ほか

関係団体

情報共有
連携

情報共有
照会

情報共有
議題の提起

情報共有・連携

※まとめての公表も想定

報告

報告
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協議の進め方について（現時点の案）

●協議の進め方のイメージ （「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン」より）

【１】かかりつけ医機能報告の結果や関係機関への照会等により、地域における課題を抽出

【２】課題の解決に向けて取り組む方策や役割分担等について、関係者間で共有

【３】調整会議の場において、今後の方針を協議・決定

【１】

【２】・【３】
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